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 横 浜 市 道 路 標 識 の 寸 法 に 関 す る 条 例 の 制 定 を こ こ に 公 布 す る 。  

   平 成 24 年 12 月 28 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 条 例 第 85 号  

   横 浜 市 道 路 標 識 の 寸 法 に 関 す る 条 例  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 45 条 第 ３

項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 が 管 理 す る 県 道 及 び 市 道 に 設 け る 道 路

標 識 （ 道 路 標 識 、 区 画 線 及 び 道 路 標 示 に 関 す る 命 令 （ 昭 和 35 年 総

理 府 ・ 建 設 省 令 第 ３ 号 。 ） 第 ３ 条 の ２ で 定 め る 道 路 標 識 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） の 寸 法 に つ い て 定 め る も の と す る 。  

 （ 道 路 標 識 の 寸 法 ）  

第 ２ 条  道 路 標 識 の 寸 法 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 ３ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 25 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表 （ 第 ２ 条 ）  

１  案 内 標 識 の 寸 法  

市（101）         

 

 

 

 

県（102 －Ａ）      

 

 

 

入口の方向（103 －Ｂ）  

 

 

 

方面、方向及び距離（105  

－Ａ）          

 

 

方面、方向及び距離（105  

－Ｂ）          

 

 

 

方面、方向及び距離（105  

－Ｃ）          

 

 

 

方面及び距離（106 －Ａ）  

 

 

 

方面及び距離（106 －Ｃ）  

 

 

 

方面及び方向の予告（108  

－Ａ）          
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方面及び方向の予告（108  

－Ｂ）          

 

 

 

方面及び方向（108 の２－  

Ａ）           

 

 

方面及び方向（108 の２－  

Ｂ）           

 

 

 

 

方面及び方向（108 の２－  

Ｄ）           

 

 

方面及び方向（108 の２－  

Ｅ）           

 

 

 

方面、方向及び道路の通称  

名の予告（108 の３）   

 

 

 

方面、方向及び道路の通称  

名（108 の４）      

 

 

 

方面及び出口の予告（110  

－Ｂ）          

 

 

 

 

方面及び出口（112 －Ｂ）  
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著名地点（114 －Ａ）   

 

 

 

 

 

著名地点（114 －Ｂ）   

 

 

 

主要地点（114 の２－Ａ）  

 

 

 

 

主要地点（114 の２－Ｂ）  

 

 
 

 

 

サービス・エリアの予告（  

116 －Ｂ）        

 
 

 

サービス・エリア（116 の  

２－Ｂ）         

 

 

非常電話（116 の２）    

 

 

 

 

待避所（116 の３）     

 

 

 

非常駐車帯（116 の４）   
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駐車場（117 －Ａ）    

 

 

 

登坂車線（117 の２－Ａ）  

 

 

 

 

県道番号（118 の２－Ａ）  

 

 

 

 

県道番号（118 の２－Ｂ）  

 

 

 

 

県道番号（118 の２－Ｃ）  

 

 

 

総重量限度緩和指定道路（  

118 の３－Ａ）      

 

 

 

総重量限度緩和指定道路（  

118 の３－Ｂ）      

 

 

 

高さ限度緩和指定道路（11  

8 の４－Ａ）       

 

 

 

高さ限度緩和指定道路（11  

8 の４－Ｂ）       
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高さ限度緩和指定道路（11  

8 の４－Ｃ）       

 

 

 

高さ限度緩和指定道路（11  

8 の４－Ｄ）       

 

 

 

道路の通称名（119 －Ａ）  

 

 

 

 

  

道路の通称名（119 －Ｂ）  

 

 

 

道路の通称名（119 －Ｃ）  

 

 

 

 

道路の通称名（119 －Ｄ）  

 

 

 

まわり道（120 －Ａ）   
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２  警 戒 標 識 の 寸 法  

 

 ３  案 内 標 識 及 び 警 戒 標 識 に 附 置 さ れ る 補 助 標 識 の 寸 法  

 

 （ 備 考 )  

  １  案 内 標 識 及 び 警 戒 標 識  

   (1)  寸 法  

    ア  寸 法 が 図 示 さ れ て い る も の に つ い て は 、 図 示 の 寸 法 （  

そ の 単 位 は セ ン チ メ ー ト ル と す る 。 以 下 同 じ 。 ） を 基 準

と す る 。  
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    イ  首 都 高 速 道 路 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 高 速 道 路 保 有 ・ 債 務  

返 済 機 構 法 （ 平 成 16 年 法 律 第  100 号 ） 第 12 条 第 １ 項 第 ４

号 に 規 定 す る 首 都 高 速 道 路 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 設 置

す る 案 内 標 識 で 、 地 名 が 表 示 さ れ て い る も の に つ い て は

、 地 名 を 表 示 す る 文 字 の 字 数 の 多 少 に よ り 図 示 の 横 寸 法

を 拡 大 し 、 又 は 縮 小 す る こ と が で き る 。  

    ウ  首 都 高 速 道 路 に 設 置 す る 案 内 標 識 に つ い て は 、 図 示 の  

寸 法 の ３ 倍 ま で 拡 大 す る こ と が で き る 。  

    エ  首 都 高 速 道 路 に 設 置 す る 警 戒 標 識 に つ い て は 、 設 計 速  

度 が 60 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 以 上 の 首 都 高 速 道 路 に あ っ て は

図 示 の 寸 法 の ２ 倍 ま で 拡 大 す る こ と が で き る 。  

    オ  「 駐 車 場 （  117 － Ａ ） 」 を 表 示 す る 案 内 標 識 に つ い て  

は 、 便 所 を 表 す 記 号 を 表 示 す る 場 合 に あ っ て は 、 図 示 の

横 寸 法 を 図 示 の 寸 法 の  2.5 倍 ま で 拡 大 す る こ と が で き る

。  

    カ  「 駐 車 場 （  117 － Ａ ） 」 、 「 総 重 量 限 度 緩 和 指 定 道 路  

（  118 の ３ － Ａ ） ・ （  118 の ３ － Ｂ ） 」 、 「 高 さ 限 度 緩

和 指 定 道 路 （  118 の ４ － Ａ ） ・ （  118 の ４ － Ｂ ） 」 及 び

「 ま わ り 道 （  120 － Ａ ） 」 を 表 示 す る 案 内 標 識 並 び に 警

戒 標 識 に つ い て は 、 道 路 の 形 状 又 は 交 通 の 状 況 に よ り 特

別 の 必 要 が あ る 場 合 に あ っ て は 図 示 の 寸 法 （ オ に 規 定 す

る と こ ろ に よ り 図 示 の 横 寸 法 を 拡 大 す る 場 合 に あ っ て は

、 当 該 拡 大 後 の 図 示 の 寸 法 ） の  1.3 倍 、  1.6 倍 又 は ２ 倍

に 、 そ れ ぞ れ 拡 大 す る こ と が で き る 。  

    キ  「 登 坂 車 線 （  117 の ２ － Ａ ） 」 、 「 県 道 番 号 （  118 の  

２ － Ｂ ） ・ （  118 の ２ － Ｃ ） 」 及 び 「 道 路 の 通 称 名 （ 11  

9 － Ａ ） ・ （  119 － Ｂ ） ・ （  119 － Ｃ ） 」 を 表 示 す る 案

内 標 識 に つ い て は 、 道 路 の 形 状 又 は 交 通 の 状 況 に よ り 特

別 の 必 要 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 図 示 の 寸 法 の  1.5 倍 又

は ２ 倍 に 、 そ れ ぞ れ 拡 大 す る こ と が で き る 。  

    ク  「 道 路 の 通 称 名 （  119 － Ａ ） ・ （  119 － Ｂ ） 」 を 表 示  

す る 案 内 標 識 に つ い て は 表 示 す る 文 字 （ 数 字 を 含 む 。 (2)

イ を 除 き 、 以 下 同 じ 。） の 字 数 に よ り 図 示 の 横 寸 法 を 、

「 道 路 の 通 称 名 （  119 － Ｃ ） 」 を 表 示 す る 案 内 標 識 に つ

い て は 表 示 す る 文 字 の 字 数 に よ り 図 示 の 縦 寸 法 を そ れ ぞ

れ 拡 大 す る こ と が で き る 。  

   (2)  文 字 の 大 き さ  

    ア  寸 法 が 図 示 さ れ て い る 文 字 の 大 き さ は 、 図 示 の 寸 法 を  

基 準 と す る 。  

    イ  「 市 （  101 ） 」 、 「 県 （  102 － Ａ ） 」 、 「 方 面 、 方 向  



                     横 浜 市 報    号外第12 平成24年12月28日 

867 

及 び 距 離 （  105 － Ａ ） ・ （  105 － Ｂ ） ・ （  105 － Ｃ ） 」

、 「 方 面 及 び 距 離 （  106 － Ａ ） ・ （  106 － Ｃ ） 」 、 「 方

面 及 び 方 向 の 予 告 （  108 － Ａ ） ・ （  108 － Ｂ ） 」 、 「 方

面 及 び 方 向 （  108 の ２ － Ａ ） ・ （  108 の ２ － Ｂ ） 」 、 「

著 名 地 点 （  114 － Ａ ） 」 及 び 「 主 要 地 点 （  114 の ２ － Ａ

） ・ （  114 の ２ － Ｂ ） 」 を 表 示 す る 案 内 標 識 の 文 字 の 大

き さ は 、 道 路 の 設 計 速 度 に 応 じ 、 次 の 表 の 右 欄 に 掲 げ る

値 （ ロ ー マ 字 に あ っ て は 、 そ の ２ 分 の １ の 値 ） を 基 準 と

す る 。 た だ し 、 必 要 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 こ れ を  1.5 

倍 、 ２ 倍 、  2.5 倍 又 は ３ 倍 に 、 そ れ ぞ れ 拡 大 す る こ と が

で き る 。  

設 計 速 度 （ キ ロ メ ー ト

ル 毎 時 ）  

文 字 の 大 き さ （ セ ン チ

メ ー ト ル ）  

70 以 上  30  

40 、 50 又 は 60  20  

30 以 下  10  

    ウ  「 方 面 、 方 向 及 び 道 路 の 通 称 名 の 予 告 （  108 の ３ ） 」  

及 び 「 方 面 、 方 向 及 び 道 路 の 通 称 名 （  108 の ４ ） 」 を 表

示 す る 案 内 標 識 に つ い て は 、 矢 印 外 の 文 字 の 大 き さ は イ

の 規 定 に よ る も の と し 、 矢 印 中 の 文 字 の 大 き さ は 矢 印 外

の 文 字 の 大 き さ の  0.6 倍 の 大 き さ と す る 。  

    エ  「 著 名 地 点 （  114 － Ｂ ） 」 を 表 示 す る 案 内 標 識 の 文 字  

の 大 き さ は 、 10 セ ン チ メ ー ト ル を 標 準 と す る 。  

  ２  案 内 標 識 及 び 警 戒 標 識 に 附 置 さ れ る 補 助 標 識 の 寸 法  

   (1)  図 示 の 寸 法 を 基 準 と す る 。  

   (2)  補 助 標 識 は 、 そ の 附 置 さ れ る 案 内 標 識 及 び 警 戒 標 識 の 拡  

大 率 と 同 じ 比 率 で 拡 大 す る こ と が で き る 。  
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